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第１ 管内区域の概況 

 
１ 地勢等 

   

 秩父福祉事務所の所管区域は、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町の１市４町であ

る。 
 山々に囲まれ、北は群馬県、西は長野県、南は山梨県と東京都に接している。管内面積は、 
８９２．６２ｋ㎡で、県土の約１／４を占めている。荒川が中央を流れ、地域の多くが秩父多摩

甲斐国立公園の区域や県立自然公園の区域に指定されており、自然に恵まれた地域となっている。 
 都心から８０ｋｍ圏内に位置し、一般国道１４０号・２９９号、秩父鉄道及び西武鉄道が地域

の主要交通手段となっている。 
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２ 人口等 

 

（１）人口・世帯数等  
  令和７年４月１日現在の管内の推計人口は８７，０５４人、世帯数は３６，６２５世帯で 

 ある。 
  人口は前年同時期に比べ１，６９４人減少、世帯数は２１６世帯減少しており、一世帯あた

りの人口は２．３８人と前年同時期に比べ０．０３人減少している。 
 
◆市町別人口・世帯数等◆                    令和７年４月１日現在 

 
人 口（人） 世帯数（戸） 面積（㎢） 人口密度 

（人／㎢） 
  埼玉県 7,321,033 3,339,693 3,797.75 1,927.7 

管内総数 87,054 36,625 892.62 97.5 

秩父市 55,201 23,524 577.83 95.5 

横瀬町 7,380 3,029 49.36 149.5 

皆野町 8,576 3,536 63.74 134.5 

長瀞町 6,259 2,564 30.43 205.7 

小鹿野町 9,638 3,972 171.26 56.3 

資料：埼玉県「埼玉県推計人口」 
（２）年齢区分別人口の特徴 

 ６５歳以上人口割合は令和 7 年１月１日現在で管内人口の３７．３％を占め、埼玉県全体

の約１．４倍となっている。 
 
◆市町別年齢３区分別人口◆                   令和 7 年１月１日現在 

 
総 数 

年齢区分別人口 構成割合（％） 

０～14 歳 15～64 歳 65 歳以上 ０～14 歳 15～64 歳 65 歳以上 

 埼玉県 7,374,298 826,318 4,559,459 1,988,521 11.2 61.8 27.0 

管内総数 90,119 8,390 48,089 33,640 9.3 53.4  37.3 

秩父市 57,212 5,662 31,132 20,418 9.9 54.4 35.7 

横瀬町 7,601 737 4,138 2,726 9.7 54.4 35.9 

皆野町 8,878 770 4,528 3,580 8.7 51.0 40.3 

長瀞町 6,367 509 3,239 2,619 8.0 50.9 41.1 

小鹿野町 10,061 712 5,052 4,297 7.1 50.2 42.7 

資料：埼玉県「埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告」 
◆高齢化の推移◆ 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「令和２年度国勢調査結果」（総務省統計局）を加工して作成 
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◆人口構成 

秩父地域の年齢別人口構成を見ると、男女とも「団塊の世代」を含む７５歳前後にピーク

がある。一方、埼玉県（全体）の年齢別人口構成では５０～５３歳の「団塊ジュニア」がピ

ークを形成している。 

 

埼玉県の人口構成             秩父地域の人口構成 

（令和７年１月１日）            （令和７年１月１日）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：埼玉県「埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告」 

 

 

 高齢単身世帯と高齢者の夫婦のみの世帯、高齢単身世帯の全世帯に占める割合は、全国平

均・県平均より高い。 

 

６５歳以上の夫婦及び単身の世帯の割合（％） 

出典：「令和２年度国勢調査結果」（総務省統計局）を加工して作成 
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第２ 秩父福祉事務所の概要 

 
１ 沿革 

Ｓ２６・１０・１ ・社会福祉事業法が改正され、埼玉県福祉事務所条例に基づき、秩父地域を所管す

る秩父福祉事務所を秩父地方庁舎内に設置（組織は、庶務係、福祉係の２係制） 
・生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法の施行業務の開始 

Ｓ３５・４・１ ・精神薄弱者福祉法施行による業務の開始 

Ｓ３８・８・１ ・老人福祉法施行業務の開始 

Ｓ３９・７・１ ・母子・寡婦福祉法施行業務の開始 

Ｓ４８・７・１ ・組織改正により、庶務課、福祉課、家庭児童課の３課制 

Ｓ５７・４・１ ・組織改正により、庶務課、保護課、福祉課の３課制 
Ｈ５・４・１ ・老人福祉法及び身体障害者福祉法による措置権を町村に移譲（庶務課、保護課、

地域福祉課の３課制・職員数１９名） 
・東秩父村を比企福祉事務所へ移管 

Ｈ９・４・１ 
 

・秩父地方庁舎から秩父保健所庁舎に移転 
・福祉に関する事務、保健医療に関する事務及び福祉と保健医療に係る施策の総合

調整を行うセンターとして、埼玉県行政組織規則に基づき秩父福祉保健総合セン

ターを設置。組織体制は、企画管理部・福祉部・保健部の３部制 
・職員数は４２名（専任１３名、兼任２９名）（福祉保健総合センター、福祉事務

所、保健所） 
Ｈ１１・４・１ ・埼玉県福祉保健総合センター設置条例の施行（秩父福祉事務所は廃止） 

・秩父福祉保健総合センター及び秩父保健所に再編、企画管理部（総務担当、計画

 推進担当）及び福祉保健部（地域福祉・保護担当、保健予防推進担当、生活衛

生・薬事担当）の２部・５グループ担当制（職員数は４３名） 

Ｈ１２・４・１ ・定数改正により、職員数４２名 
・介護保険法施行 

Ｈ１３・４・１ ・組織・定数改正により、職員数４０名 
Ｈ１５・４・１ ・支援費制度の導入・知的障害者福祉法施行事務の町村移管 

・地域福祉・保護担当を地域福祉担当に改編 

Ｈ１８・４・１ ・定数改正により、職員数３８名 
・障害者自立支援法一部施行 
・介護保険法改正により介護予防事業、地域密着型サービスの新設 
・介護保険事業者の指導強化の目的で計画推進担当を「計画推進・指導監視担当」 
  に改編 

Ｈ１８・１０・１ ・障害者自立支援法全面施行 

Ｈ１９・４・１ ・定数改正により、職員数３７名 
Ｈ２０・４・１ ・介護保険事業者指導の県庁への集約により計画推進・指導監視担当を「計画推進 

  担当」に改編 
・組織・定数改正により、職員数３５名 

Ｈ２１・４・１ ・定数改正により、職員数３４名 
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Ｈ２２・４・１ 
 

・埼玉県福祉事務所設置条例の施行（秩父福祉保健総合センターは廃止） 
・２担当制（介護保険・施設整備担当、地域福祉担当）総務担当は保健所との兼務

となる 
・職員数１６名（兼務３名を含む） 

Ｈ２３・４・１ 
 

・地域福祉担当が生活保護・地域福祉担当に改編 
・職員数１５名（兼務３名を含む） 

Ｈ２５．４．１ ・職員数１６名（兼務４名を含む） 

Ｈ２６．４．１ ・職員数１５名（兼務４名を含む） 

Ｈ２７．４．１ ・職員数１６名（兼務４名を含む） 
・生活困窮者自立支援法施行 

Ｈ２８．４．１ ・職員数１５名（兼務４名を含む） 

Ｒ３．４．１ ・職員数１６名（兼務５名を含む） 

 
 
２ 組織及び事務分掌 

 

（１）組織  
 秩父福祉事務所には、介護保険・施設整備担当、生活保護・地域福祉担当、総務担当（保

健所と兼務）が置かれている。職員数は、１６名（会計年度任用職員１名及び兼務５名を

含む）である。  
 

所 長  副所長  担当部長  担当課長  主 任  主 事  会計年度  
任用職員  合 計  

１    ２  
（兼務 1）  

１  
（兼務１）  ２  ３  

（兼務１）  
６  

（兼務２）  １  １６  

 
 

◆秩父福祉事務所組織図◆ 

 
令和７年４月１日現在  

 
             担当課長１・主任専門員１  
             （介護保険・施設整備担当 ２人）  
所長１   副所長１  

 
             担当課長１・主任１・主事４・会計年度任用職員１  
             （生活保護・地域福祉担当 ７人）  

 
      副所長１   担当部長１・主任１・主事２  
   （秩父保健所本務） （総務担当 ４人 秩父保健所本務）  
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（２）各担当の主な所掌事務  
 ア 介護保険・施設整備担当 
（ア）高齢者支援計画の推進に関すること。 
（イ）高齢者福祉に係る補助金事務に関すること。 
（ウ）老人福祉法に基づく助言等に関すること。 
（エ）老人居宅生活支援事業に関すること。 
（オ）老人福祉施設、介護老人保健施設、訪問看護事業所、障害児（者）施設及び障害福祉サービ 

ス事業所に係る施設整備、社会福祉法人の設立・運営指導に関すること。 
（カ）社会福祉法に基づく法人の定款変更認可に関すること。 
（キ）介護保険法の施行に係る事務に関すること。 
（ク）介護員の養成・確保に関すること 
（ケ）福祉に関する情報等の収集、分析及び提供に関すること。 

 （コ）福祉に関する市町村支援の企画・調整に関すること。 
  

 イ 生活保護・地域福祉担当 
（ア）生活保護法の施行に関すること。 
（イ）生活困窮者自立支援法の施行に関すること。 
（ウ）児童福祉法の施行に関すること。 
（エ）母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行に関すること。 
（オ）ひとり親家庭及び寡婦の福祉相談に関すること。 
（カ）特別障害者手当等の認定に関すること。 
（キ）障害児(者)福祉に係る補助金事務に関すること。 
（ク）障害児等療育支援事業に関すること。 
（ケ）民生委員・児童委員に関すること。 
（コ）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第 14 条に基 

づく支援給付に関すること。 
（サ）女性自立支援相談及びＤＶ被害者等の保護に係る相談に関すること。 
（シ）児童虐待の防止に関すること。 
（ス）日赤地区組織との連絡調整に関すること。 
 
ウ 総務担当 
（ア）人事、給与、服務、文書、福利厚生等に関すること。 

 （イ）経理に関すること。 
 （ウ）公有財産及び物品の取得、管理及び処分に関すること。 
 



7 
 

第３ 事業概要 

 

１ 介護保険と高齢者福祉 

 
（１）主な取組 

ア 当事務所では介護保険施設・居宅サービス事業所（以下「施設・事業所」）の指定及び運

営指導を行っている。 
イ 令和６年度は当事務所において新規指定は４件、指定更新は８件であった。 
ウ 施設・事業所の運営指導については、より良いサービスを提供できるよう指定基準等に

基づき必要な指導を行うとともに、県福祉監査課の行う実地指導に同行した。 
エ 施設・事業所を対象とした研修については、令和６年度は、社会福祉施設における感染

症対策をテーマとした研修（令和６年７月２２日 秩父保健所と共催）を実施した。また、

地震等の災害発生を想定した連絡訓練（令和７年３月４日）を実施し、被害が発生した際

の連絡方法の確認等を行った。 
オ 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、管内市町や関係機

関とともに地域包括ケアシステムの推進に取り組んだ。 
 
（２）介護保険制度の運営状況 
 ア 要介護認定の状況（人）                  令和７年３月末日現在 

資料：厚生労働省 介護保険事業状況報告(暫定) 令和７年 3 月分 第 2-1 表 

 
  イ サービス提供体制の状況 

（ア）施設整備の状況             令和７年４月１日現在（単位：人分） 

※ 目標値は「第９期埼玉県高齢者支援計画」（令和 6 年 3 月策定）による。 

   

 秩父市 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 合 計 前年比 
要支援１ ４１６ ５０ ９０ ５３ ３０ ６３９ ＋２ 
要支援２ ７１７ ５８ １０２ ６６ １０２ １，０４５ －１５ 
要介護１ ６３７  １１１ １０８ ９７ １０６  １，０５９ ＋２０ 
要介護２ ７９１  １１０ １２１ ７７ １７７  １，２７６ ＋７９ 
要介護３ ６９３ ８０ １０３ ６３ １３８ １，０７７ ＋１３ 
要介護４ ６５１ ５８ １０１ ６８ １５１ １，０２９ ＋７３ 
要介護５ ３０９ ４０ ６１ ３８ ６７ ５１５ －２０ 

合  計 ４,２１４ ５０７ ６８６ ４６２ ７７１ ６，６４０ ＋１５２ 

 介護老人福祉施設 
（特別養護老人ホーム） 

介 護 
医療院 

介護老人 
保健施設 

特定施設入居者生

活介護（介護付有

料老人ホーム等） 
現状値 ９８６ ０ ３８１ ２４５ 

令和７年度末目標値 ９８６ ０ ３８１ ３７１ 
差 ０ ０ ０ １２６ 
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（イ）秩父管内の介護保険サービス提供事業所数  令和７年１０月１日現在 

サービス別 事業所数 所管 

訪問介護 ２６ 県 
訪問入浴介護 １ 県 
訪問看護 ９ 県 

訪問リハビリテーション １０ 県 
通所介護 ２２ 県 
通所リハビリテーション ７ 県 
短期入所生活介護 １４ 県 
短期入所療養介護 ５ 県 
特定施設入居者生活介護 ７ 県 
福祉用具貸与・特定福祉用具販売 ５ 県 
居宅サービス小計 １０６  
介護老人福祉施設 １１ 県 
介護老人保健施設 ４ 県 

施設サービス小計 １５  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １ 市町 
夜間対応型訪問介護 １ 市町 
地域密着型通所介護 ２３ 市町 
認知症対応型通所介護 ３ 市町 
小規模多機能型居宅介護 ８ 市町 

認知症対応型共同生活介護 １２ 市町 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ４ 市町 
看護小規模多機能型居宅介護 １ 市町 
地域密着型サービス小計 ５３  

     ※ 地域密着型サービスは「介護サービス情報公表システム」による。 

 
 ウ 介護保険料の基準（令和６年度から３年間）            単位：円 

 秩父市 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 
月 額 5,400 5,990 5,700 5,700 5,990 
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 エ 秩父管内の介護サービスの利用状況 
  （ア）居宅介護（介護予防）サービス利用者数（人）         令和７年３月 

 居宅サービス 地域密着型サービス  合 計 前年差 
要支援１ ２１６ １ ２１７ －１７ 
要支援２ ５８８ ７ ５９５ ５０ 
要介護１ ７６９ ２２９ ９９８ －４ 
要介護２ ９８２ ２５５ １，２３７ ９５ 
要介護３ ５６９ １９５ ７６４ －２５ 
要介護４ ３６２ １５０ ５１２ ４０ 
要介護５ １５４ ８８ ２４２ ２ 
合  計 ３，６４０ ９２５ ４，５６５ １４１ 

資料：厚生労働省 介護保険事業状況報告(暫定) 令和７年 5 月分 第 3-1 表、第４-1 表 

 
（イ）施設サービス利用者数（人）                 令和７年 3 月 

 介護老人 
福祉施設 

介護老人 
保健施設 

介護 
医療院 

合 計 前年差 

要介護１ ４ ３１ ０ ３５ ―６ 
要介護２ ３４ ６９ １ １０４ ―８ 
要介護３ ２７２ １０６ １ ３７９ ４１ 
要介護４ ３７９ １１３ １ ４９３ ２２ 
要介護５ １９５ ６１ ０ ２５６ ２ 
合 計 ８８４ ３８０ ３ １，２６７ ５１ 
前年差 １８ ３４ ―１ ５１  

※月内に施設間で異動した利用者がいた場合、施設別の総計と要介護度別の総計が一致しない。 
資料：厚生労働省 介護保険事業状況報告(暫定) 令和７年 5 月分 第 5-1 表 

 
（３）介護職員初任者研修事業者の指定 

 「埼玉県介護職員初任者研修事業指定要綱」等に基づく介護職員初任者研修事業の指定に

ついて、令和６年度は申請がなかった。 
 

（４）社会福祉施設等を対象とした研修 

ア 感染対策に関する研修 

 管内の高齢者・障害児（者）の施設・事業所を対象に感染対策に関する研修を秩父保健

所と共催で災害時の連絡体制を確認する災害時連絡訓練を令和６年７月２２日に実施した 

 

イ 危機管理に関する研修 

 管内の高齢者・障害児（者）の施設・事業所を対象に災害時の連絡体制を確認する災害

時連絡訓練を令和７年３月４日に実施した。 
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（５）地域包括ケアシステムの推進 

 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう平成２７年２月に秩父郡市内

の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護師会のほか、保健師、病院相談員、介護支援専門員、

訪問看護師、老人福祉施設、福祉事務所、保健所、警察、消防、行政の代表者や資格者によ

って、ちちぶ圏域ケア連携会議等が組織化された。 

 

 ア ちちぶ圏域ケア全体会議 （代表者） 

 令和７年３月１７日 

 

 イ ちちぶ圏域ケア連携会議 （実務者）  

 令和６年度は１２回開催され、うち３回は主任介護支援専門員法定外研修に位置付けら

れている。 
 

 ウ 各市町地域包括ケア推進会議 

 各市町において適宜開催されており、秩父市、横瀬町、皆野町及び長瀞町については当

事務所が構成員となっている。 
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２ 高齢者・障害者福祉施設の整備等 

 
（１）高齢者福祉施設等の整備 

 第９期埼玉県高齢者支援計画（計画期間：令和６年度～令和８年度）では、秩父圏域内の

特別養護老人ホームの整備枠は設定されていない。 
 特別養護老人ホーム小鹿野苑（８５床）の大規模修繕について、令和６年度に特別養護老

人ホーム等整備事業費県費補助金に採択され、令和７年度に完了した。 
 

施設名 所在地 定員 開設者 備考 
特別養護老人ホーム 
小鹿野苑 

小鹿野町下小鹿野

２５５１ 
８５ (福)小鹿野福祉会 大規模修繕 

 
 

（２）障害者福祉施設の整備 
 社会福祉施設等施設整備費補助金を利用する障害福祉サービス事業所の整備について、令

和５年度に国庫補助事業として採択され、令和６年度に完了した。 
 

施設名 所在地 定員 開設者 サービス種別 

一本立ちの砦笑城 
秩父市荒川上田野 

４４５－１ 
４０ (特非)笑楽工房 

就労継続 
支援Ｂ型 

 ※ 秩父市浦山から移転。移転前の名称は笑楽工房、定員は２０名、 
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（３）事業所の指定 
 令和６年度は管内で新たに介護保険サービス事業所４件、障害福祉サービス事業所 4 件が

指定された。なお、県所管の介護保険サービス事業所については当事務所、障害福祉サービ

ス事業者等については県庁障害者支援課が所掌している。 
 
ア 介護保険サービス事業所 

事業所名 所在地 開設 開設者 サービス種別 

デイサービスみやじの里 秩父市上宮地 16-24 R6.10.1 
ライフパート
ナーズ(株) 通所介護 

シンシアホーム宮杜※1 秩父市番場町 6-4 R6.7.12 
ウイステリア
(株) 

（介護予防）特定施

設入居者生活介護 

ホームヘルプステーション 
わたげ 秩父市下影森 888-5 R6.11.1 (有)たんぽぽ 訪問介護 

秩父市影森デイサービスセン
ター※2 秩父市上影森 759-2 R7.4.1 

(福)秩父市社
会福祉事業団 通所介護 

※1  (有)シンシアがウイステリア(株)に吸収合併されたことによる開設 

※2 秩父市の指定管理者を、(福)秩父正峰会から(福)秩父市社会福祉事業団に変更 

 
イ 障害福祉サービス事業所 

事業所名 所在地 開設 開設者 サービス種別 

障がい者自立支援さくらフ

ァーム 

秩父市蒔田 579-4
（移転） 

R6.6.1 (株)秩父物産 
就労継続支援 B 型 
 

日の出 秩父市寺尾 1458-1 R6.8.1 (医)全和会 
グループホーム 
（10 人増） 

グループホームさやか 
秩父市中村町 4-10-
30 

R6.10.1 (福)清心会 
グループホーム 
（２人） 

スマイルビジョン皆野 
秩父郡皆野町皆野
1228-1 

R6.11.1 (福)カナの会 
グループホーム 
（２０人） 
短期入所（２人） 

久遠 皆野町皆野 794-3 R7.1.1 
(医)彩清会清

水病院 
就労継続支援 B 型 

一本立ちの砦 笑城 
秩父市荒川上田野
445-1（移転） 

R7.4 
(特非 )笑楽工

房 
就労継続支援 B 型 
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３－１ 生活保護 

 
（１）管内（横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町）保護の動向 

   令和７年４月現在の被保護世帯数（保護停止世帯含む）は２４１世帯、被保護人員は 
  ２９６人、保護率は０.９３％である。 
   平成２７年４月比で被保護世帯数は３８世帯１８．７％増、被保護人員数は７人２．４％ 
  増となっている。保護率は増加傾向にある。  

（各年４月） 

  ※１ 指数は平成２７年を１００とした比率。 

   ２ 被保護世帯数・人員及び保護率は保護停止中の世帯・人員を含む。ただし各扶助別世帯数・人員は停止中  

    の世帯・人員を含まない。    （出典 被保護者調査（月次）、町村別保護状況、「埼玉県推計人口」） 

実数 指数％ 実数 指数％ 実数 指数％ 施設 居宅 入院 入院外

H27 38,306 100 203 100 289 100 0.75 241 188 22 13 37 17 183

H28 37,641 98.3 198 97.5 266 92.0 0.71 212 170 21 14 33 17 164

H29 37,027 96.7 213 104.9 285 98.6 0.77 241 177 23 15 30 16 167

H30 36,392 95.0 216 106.4 309 106.9 0.85 263 209 32 11 31 17 179

H31 35,738 93.3 212 104.4 302 104.5 0.85 256 194 33 7 38 19 180

R2 35,136 91.7 214 105.4 296 102.4 0.84 242 183 20 13 37 7 190

R3 34,471 90.0 222 109.4 291 100.7 0.84 238 183 18 13 38 11 178

R4 33,967 88.7 221 108.9 279 96.5 0.82 233 175 13 12 32 9 181

R5 33,291 86.9 225 110.8 286 99.0 0.86 234 181 10 10 38 8 168

R6 32,592 85.1 238 117.2 299 103.5 0.92 243 184 8 13 35 15 188

R7 31,853 83.2 241 118.7 296 102.4 0.93 236 173 9 7 37 15 183

年
度

生活扶助
人員

医療扶助人員介護扶助人員教育扶助
人員

住宅扶助
人員

管内人口 被保護世帯数 被保護人員数
保護率
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H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

横瀬町 人口 8,503 8,427 8,288 8,210 8,100 7,997 7,895 7,789 7,667 7,537 7,380

被保護世帯数 55 50 52 50 49 55 61 53 53 53 52

被保護人員 78 70 68 72 70 72 75 60 62 61 60

保護率（％） 0.92 0.83 0.82 0.88 0.86 0.90 0.95 0.76 0.81 0.81 0.81

皆野町 人口 10,116 10,017 9,884 9,698 9,598 9,432 9,224 9,089 8,935 8,798 8,576

被保護世帯数 38 38 46 59 58 60 60 61 63 65 67

被保護人員　　　 60 61 70 87 88 90 82 82 80 81 83

保護率（％） 0.59 0.61 0.71 0.90 0.92 0.95 0.88 0.90 0.90 0.92 0.97

長瀞町 人口 7,436 7,252 7,152 7,004 6,863 6,779 6,746 6,640 6,527 6,372 6,259

被保護世帯数 27 29 34 32 30 28 33 40 41 43 43

被保護人員　　　 39 35 43 43 38 31 37 45 45 48 54

保護率（％） 0.52 0.48 0.60 0.61 0.55 0.46 0.56 0.66 0.69 0.75 0.86

小鹿野町 人口 12,251 11,945 11,703 11,480 11,177 10,928 10,755 10,449 10,162 9,885 9,638

被保護世帯数 83 81 81 75 75 71 68 67 68 77 79

被保護人員　　　 112 100 104 107 106 103 97 92 99 109 99

保護率（％） 0.91 0.84 0.89 0.93 0.95 0.94 0.91 0.86 0.97 1.10 1.03

管内計 人口 38,306 37,641 37,027 36,392 35,738 35,136 34,620 33,967 33,291 32,592 31,853

被保護世帯数 203 198 213 216 212 214 222 221 225 238 241

被保護人員　　　 289 266 285 309 302 296 291 279 286 299 296

保護率（％） 0.75 0.71 0.77 0.85 0.85 0.84 0.84 0.82 0.86 0.92 0.93

（２）町別被保護世帯数・被保護人員及び扶助別世帯数・人員 

   令和７年４月の保護率は０.９３％である。全国平均１.６１％や埼玉県平均１．３４％に

比べ低くなっているが、高齢化の進展や管内４町の人口減に伴い、徐々に増加する傾向が見

られる。 
                                        

 ※被保護世帯数・人員及び保護率は保護停止中の世帯・人員を含む。 

  ただし、各扶助別人員は停止中を含まない。 

  （出典 被保護者調査（月次）、町村別保護状況、「埼玉県推計人口」） 

 

 
（３）町別被保護世帯数、被保護人員、保護率の推移 
   直近１０年間の推移を見ると、皆野町及び長瀞町の被保護世帯数は増加傾向にある。    
                                     （各年４月） 

 ※被保護世帯数・人員及び保護率は保護停止中の世帯・人員を含む。 
    （出典 被保護者調査（月次）、町村別保護状況、「埼玉県推計人口」） 

生活 住宅 教育 介護 医療 入院 入院外

横瀬町 7,380 52 60 0.81 45 34 0 6 42 3 39

皆野町 8,576 67 83 0.97 67 47 4 13 57 6 51

長瀞町 6,259 43 54 0.86 50 36 2 9 36 3 33

小鹿野町 9,638 79 99 1.03 74 56 3 16 63 3 60

管内計 31,853 241 296 0.93 236 173 9 44 198 15 183

扶助別人員保護率
％

被保護
人員

被保護
世帯

人口

（令和７年４月） 
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（４）世帯類型別被保護世帯数                                                               

    令和７年４月現在の２３９世帯（保護停止世帯除く）の内訳は、高齢者世帯１０７世帯 

  (44.8％)、母子世帯 8 世帯(3.3％)、障害者世帯４０世帯(16.7％)、傷病者世帯３５世帯 
  (14.6％)、その他世帯４９世帯(20.5％)となっている。 
   高齢者世帯の割合が最も高いが、埼玉県及び全国平均と比較すると 10 ポイント程低い。 
  なお、高齢者世帯１０７世帯中９８世帯（91.6％）が単身世帯である。（全国 93.2％） 
                                                                    （各年４月） 

年 被保護世帯数 高齢者世帯 母子世帯 障害者世帯 傷病者世帯 その他世帯 

２７ 203（100.0) 78 (38.4) 11 (5.4) 45 (22.2) 27 (13.3) 42 (20.7) 

２８ 196（100.0) 80 (40.8) 11 (5.6) 40 (20.4) 25 (12.8) 40 (20.4) 

２９ 212（100.0) 86 (40.6) 13 (6.1) 40 (18.9) 29 (13.7) 44 (20.8) 

３０ 216（100.0) 90 (41.7) 18 (8.3) 30 (13.9) 35 (16.2) 43 (19.9) 

３１ 212（100.0) 89 (42.0) 18 (8.5) 32 (15.1) 33 (15.6) 40 (18.9) 

２ 213（100.0) 91 (42.7) 14 (6.6) 31 (14.6) 36 (16.9) 41 (19.2) 

３ 220 (100.0) 97 (44.1) 13 (5.9) 32 (14.5) 33 (15.0) 45 (20.5) 

４  218（100.0）  92（42.3）  13（5.9）  32（14.6）  30（13.7）  51（23.3） 

５  224（100.0）  98（43.8）  11（4.9）  29（12.9）  29（12.9）  57（25.4） 

６  236（100.0） 106（44.9）   9（3.8）  32（13.6）  27（11.4）  62（26.3） 

７  239（100.0） 107（44.8）   8（3.3）  40（16.7）  35（14.6）  49（20.5） 

 [ 埼玉県 構成割合    53.6    3.4    14.7    11.0      17.3] 

 [ 全国  構成割合    55.4    3.6    14.0    11.2     15.9] 

   ※（ ）内は構成比（％） 

   ※各世帯数は保護停止中の世帯を含まない。       （出典 被保護者調査（月次） 令和７年は概数） 
 

（５）申請、開始、却下・取下げ、廃止状況 

   令和６年度中の新規申請件数は６１件（対前年比 9.0％減）であった。このうち保護開始 
  件数は４５件であり、開始率は７３．８％であった。 

保護の開始理由では、昨年度同様、「預貯金等の減少・喪失」が最も多く、「世帯主の傷病」

がそれに続く。 
   令和６年度の廃止件数は４７件であった。保護の廃止理由として最も多いのは「死亡」の

１９件で、「稼働収入の増加」12 件がそれに続く。 
 

   年度別申請、開始、却下・取下げ、廃止件数 

年 度 ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ２ ３ ４ ５ ６ 
申 請 38 41 54 41 37 46 53 56 53 67 61 

開 始 30 35 45 35 30 26 35 37 28 52 45 

却 下 

取下げ 
8 6 9 6 7 20 18 21 25 15 16 

開始率 

（％) 
78.9 85.4 83.3 85.4 81.1 56.5 66.0 66.1 52.8 77.6 73.8 

廃  止 24 39 30 31 34 23 30 33 26 39 47 
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    ※１ 開始、却下・取下げは、当該年度中に申請のあった件数を処理した内訳であり、決定が翌年度に持ち 

      越されたものも含む。 

     ２ 廃止は「被保護者調査（月次）」（保護決定処分をした日で計上）による件数。 

 

 

３－２ 中国残留邦人等支援給付 

 

 平成２０年４月１日に、現在の「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」の一部改正等に基づき、第二次世界大戦

後、苦労して日本に帰国し永住していたが、言葉の問題や高齢化等に伴い、様々な生活上・経済

上の困難を抱えている中国残留邦人等に対する給付金制度が、新たに実施されることとなった。 
 これにより、当福祉事務所管内の４町において、それまで生活保護を受給していた中国残留邦

人等に対して、同法による支援給付の支給が開始され、現在も支援給付が行われている。 

 

 

４ 生活困窮者自立支援 

 

 平成２７年４月に生活困窮者自立支援法が施行され、生活にお困りの方に対する新た

な支援制度が始まった。この制度は、近年の生活保護受給者の増加を踏まえ、生活保護

に至る前の自立支援策の強化を図るとともに、生活保護から脱却した方が再び生活保護

に頼ることのないようにすることを目的としている。 

 市については市が、町村については県が、生活に困窮した人のための総合相談窓口を

設置している。埼玉県では、県の４福祉事務所管内（町村部）で実施する支援事業の大

部分について、下記の事業者と委託契約を結んでおり、当該事業者の相談支援員が中心

となり、地域における関係機関との連携の下で実施されている。 

 なお、「埼玉県県下一斉フードドライブキャンペーン」として、埼玉県委託のアスポート学習

支援秩父センターへ食品等の寄付を行った。 
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（１）埼玉県が実施する生活困窮者自立支援関係事業 

 

事 業 名 委 託 事 業 者 

自立相談支援事業 彩の国くらし安心コンソーシアム（共同事業体） 

【構成団体】 

・社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 

・公益社団法人 埼玉県社会福祉士会 

一時生活支援事業 

家計改善支援事業 

生活困窮者の就労支援事業 
就労支援専門員事業コンソーシアム（共同事業体） 

【構成団体】 

・労働者協同組合 ワーカーズコープ・センター事業団 

・一般社団法人 埼玉県雇用対策協議会 
就労準備支援事業  

学習支援事業＊  一般社団法人 彩の国子ども・若者支援ネットワーク 

住居確保給付金 
＜実施主体＞ 

県福祉事務所（東部中央、西部、北部、秩父） 

 ＊小学生教室（令和元年度開始）：週３日、中高生教室：週１日 

 

 

（２）生活困窮者自立支援制度の実施状況（令和６年度） 

   管内４町の自立相談支援窓口：アスポート相談支援センター埼玉秩父 

                 （皆野町社会福祉協議会内） 

 

 新規相談受付件数 自立支援プラン作成件数 就労支援対象者数 

横 瀬 町      ２２       ０        ０   

皆 野 町      １７       ５       ２ 

長 瀞 町      １８       ５       ３ 

小 鹿 野 町      ６７        ５       １ 

秩父管内計     １２４      １５       ６ 

  ※出典 社会福祉課「令和６年度生活困窮者自立支援制度に関する支援状況（町村）」 
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５ 障害者（児）福祉 

 

（１）特別障害者手当等の支給 

   管内４町の在宅の重度障害者に、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、

特別障害者手当・障害児福祉手当を支給した。 

 

 特別障害者手当等支給者数 （人）                      令和７年３月分 

  特別障害者手当  障害児福祉手当  経過的福祉手当      計 

  横 瀬 町  ６  ３ ０  ９ 

  皆 野 町  ４  ４ ０  ８ 

  長 瀞 町  １  ２ ０  ３ 

  小 鹿 野 町 １０  ４ ０ １４ 

       計 ２１ １３ ０ ３４ 

 

 

（２）埼玉県障害児等療育支援事業 

   在宅障害児(者)の地域生活を支えるため、身近な地域で専門的な療育や相談を受け、 

  必要な情報の提供及び助言等を行っている。 

 （令和６年度実施状況） 

  ア 委 託 先 法 人    社会福祉法人 清心会    秩父市山田１１９９－２ 

  イ 事業実施場所    さやかこども支援センター 

  ウ 事業内容 

  （ア）訪問指導 ２７９件 

     療育相談員や保育士等がチームを組み、家庭訪問や施設への巡回訪問を通じて 

    支援 

  （イ）外来指導 ２２４件 

     さやかこども支援センターでの相談支援 

  （ウ）施設支援 ２８０件 

     保育所、幼稚園、学校、放課後学童クラブの職員に対し療育に関する助言指導

  

（３）障害福祉施設等支援事業補助金の交付 

 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金交付要綱に基づき、障害者(児)の福祉の増進を目的

に市町が行う事業に対し補助金を交付している。 



19 
 

６ 母子父子寡婦福祉 

 

（１）母子父子寡婦福祉相談 

     母子及び父子並びに寡婦福祉法第８条に基づき委嘱された母子・父子自立支援員 

  （婦人相談員兼務）が、母子・父子家庭や寡婦からの相談を受けて、助言や情報提供 

  等を行った。 

 

   令和６年度 母子父子寡婦福祉相談・指導状況  

区   分 相 談 件 数 備     考 

生活一般・児童 １８  離婚、就労、子育て等 

生 活 援 護 ４７２  貸付金等 

計  ４９０   

  ※生活一般・児童の相談内容は、後述の「７ 女性相談」と重複して集計している。 

                        出典：母子父子自立支援員指導結果報告 

 

 

（２）母子父子寡婦福祉資金の貸付 

     母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子・父子家庭や寡婦の自立助長を図る 

  ため、母子父子寡婦福祉資金の貸付を行った。 

 

  ア 市町村別母子父子寡婦福祉資金の貸付状況(件) 

                               令和７年４月現在 

   貸 付 中   猶予・据置中   償 還 中      合  計 

母子父子 寡婦 計 母子父子 寡婦 計 母子父子 寡婦 計 母子父子 寡婦 計 

秩 父 市 ９  ９ ３７ ２ ３９ ７５ １ ７６１２１ ３ １２４

横 瀬 町 ２  ２ ９  ９ １８  １８ ２９  ２９

皆 野 町    ４  ４ １４  １４ １８  １８

長 瀞 町       ７  ７ ７  ７

小鹿野町    ３  ３ ４ １ ５ ７ １ ８

管 外    １  １ １８  １８ １９  １９

計 １１  １１ ５４ ２ ５６ １３６ ２ １３８ ２０１ ４ ２０５

出典：母子福祉資金償還者一覧表(福祉事務所調べ) 



20 
 

 

  イ 母子父子寡婦福祉資金の新規・継続貸付状況   

                                （令和６年度）  

 母 子  福 祉 資 金 父 子 福 祉 資 金 

新規 

申込 

件数 

新規貸付 継続貸付 新規 

申込 

件数 

新規貸付 継続貸付 

件数 

(件) 

金 額 

(千円) 

件数 

(件) 

金 額 

(千円) 

件数 

(件) 

金 額 

(千円) 

件数 

(件) 

金 額 

(千円) 

技能修得 ３ ３ 2,232        

修  学 ５ ５ 3,632 10 7,761     １  720 

修  業           

就職支度           

就学支度 ５ ５ 2,570        

生  活           

住  宅           

   計 １３ １３ 8,434 10 7,761     １   720 

※ 令和６年度も寡婦福祉資金の貸付は０であった。出典 母子システム(新規申込状況及び貸付状況調べ) 

 

 

７ 女性相談（配偶者からの暴力相談） 

 

 母子・父子自立支援員が中心となり、平成２６年１０月から、女性からだけではなく

男性からの相談も受けている。相談内容は、配偶者の暴力や離婚問題など夫婦関係とと

もに生活困窮に関するものも多くなっている。 

 また、緊急保護が必要な場合は、一時保護の対応を行うこととしている。 

 なお、売春防止法に基づく相談、保護措置は令和６年度もなかった。 

 

 令和６年度 主訴別相談件数 

 配偶者の 

暴力・酒乱 

離婚・性格 

の不一致 

経済問題 

（養育費等） 
就 労 その他 

計 

 ２ １ ７  ８ １８ 

 

    同    形態別相談件数 

 電 話 相 談 来 所 相 談 訪 問 相 談 計 

９ ９  １８ 

 

    同   指導援助状況別相談件数 

 助 言 指 導 移 送 そ の 他 計 

１７ １  １８ 
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８ 児童福祉 

 

（１）児童虐待相談 

   管内の児童虐待相談に関する指導・援助、熊谷児童相談所との連絡調整及び管内要 

  保護児童対策地域協議会への参加、支援を行った。 

 

（２）児童扶養手当に係る遺棄証明 

   管内町在住者の遺棄申立に基づき、実情を確認・調査し、児童扶養手当認定に係る 

  遺棄証明を交付している。 

 

 

９ 日本赤十字社埼玉県支部秩父地区 

 

 日本赤十字社埼玉県支部との連絡調整を行っているほか、赤十字奉仕団連絡調整会議等へ出

席している。また、救援車や救護装備・機器の配備による災害救護体制の整備を図っている。 

 


